
「獣害につよい集落」等
優良活動表彰

応募方法・スケジュール

 応募方法 規定応募用紙に記入のうえ、市町から推薦していただき、

県農林水産（農政・農林）事務所に提出。

詳細は右のQRコードよりご確認ください。

 募集時期 令和７年５月～８月

 表彰式 令和７年１２月１３日（土）

（第１５回獣害につよい三重づくりフォーラムで表彰式）

過去知事賞受賞団体

 令和６年度 坂本自治会「サル追出し隊」（いなべ市）

 令和５年度 比自岐地区獣害対策協議会（伊賀市）

株式会社南張農産（志摩市）

 令和４年度 農事組合法人元丈の里営農組合（多気町）

 令和３年度 林獣害対策協議会（津市）

ノシバの定植作業

ー令和7年度表彰候補を募集します！－

※表彰は「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第十六条の二に、位置づけられています。

三重県農林水産部

獣害対策課被害対策班

電話：０５９－２２４－２０１７

E-Mail：jtaisaku@pref.mie.lg.jp

【問合せ先】

三重県では、平成26年度から、県内の農村地域等において、「鳥獣被害対策」に
取り組み、獣害につよい集落づくりを実践し、優良な成果を上げている集落や団体
等を三重県知事表彰として表彰しています。

応募いただいた団体を獣害につよい三重づくりフォーラム等で広く紹介し、現場
における効果的な鳥獣被害対策活動を推進し、野生鳥獣による農林水産被害の減少
につなげています。

「獣害につよい集落」等優良活動表彰とは

サル追出し隊発足集会

サル追出し隊パトロール
坂本自治会「サル追出し隊」

（いなべ市）

三重県知事表彰 受賞式の様子
（第14回獣害につよい三重づくりフォーラム）

HPはこちらから↑
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